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国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
伴
う
税
制
改
正
に
よ
っ
て
、
平
成　
19

年
か
ら
所
得
税
と
市
県
民
税
の
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
多
く
の
人
が
１
月
か
ら
所
得
税
が
減
り
、
６
月
か
ら

は
市
県
民
税
が
増
え
ま
す
が
、
税
源
の
移
し
替
え
な
の
で
、
納
税
者
の

個
々
の
負
担
は
基
本
的
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
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「
地
方
の
こ
と
は
地
方
で
」と
の
方

針
の
も
と
、
地
方
自
治
体
が
自
立
性

を
確
保
し
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た

行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
え
る
よ
う
地
方

分
権
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
国
の
三
位
一
体
改
革
の

一
つ
と
し
て
、
地
方
分
権
に
適
し
た

財
源
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

改　正　後
平成19年度

（平成18年分）から

改　正　前

平成18年度（平成17年分）まで

税　率（所得割）速算控除額�税　率�課税所得�

課税所得にかかわらず

一律　��％

�円�％���万円以下

���,���円��％
���万円を超え
���万円まで

���,���円��％���万円超え

改正前：課税所得�×税率�－速算控除額�＝税額
改正後：課税所得�×税率��％＝税額
※課税所得とは、給与や事業収入などの収入金額から給与所得控除や事業の必要経費、基礎控除、扶養控除等
　各種の所得控除を差し引いた残りの金額。この課税所得に税率をかけたものが税額となります。

�� 市県民税所得割の税率

　

こ
の
税
源
移
譲
に
伴
う
税
制
改
正

に
よ
り
、
平
成　

年
か
ら
、
国
税
で

１９

あ
る
所
得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
、

地
方
税
で
あ
る
市
県
民
税
の
税
率
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
改
正
は
税
源

を
国
か
ら
地
方
へ
移
す
こ
と
が
目
的

で
あ
る
た
め
、
所
得
税
と
市
県
民
税

を
合
わ
せ
た
と
き
の
納
税
者
の
負
担

は
、
税
源
移
譲
の
前
後
で
基
本
的
に

は
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
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〇
税
率
の
改
正
に
つ
い
て

　

市
県
民
税
所
得
割
の
税
率
は
、
平

成　

年
度
ま
で
３
段
階
の
構
造
に
な

１８
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
最
低

税
率
を
５
％
か
ら　

％
に
引
き
上

１０

げ
、
最
高
税
率
を　

％
か
ら　

％
へ

１３

１０

引
き
下
げ
る
こ
と
で
、
平
成　

年
度

１９

か
ら
一
律　

％
に
変
わ
り
ま
す
。
こ

１０

れ
に
よ
り
、
高
額
所
得
者
の
多
い
地

域
に
税
収
が
集
中
す
る
こ
と
な
く
税

源
移
譲
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま

改正後（平成��年分）改正前（平成��年分）

速算控除額�税率�課税所得�速算控除額�税率�課税所得�

�円 �％���万円まで
�円 ��％���万円まで

��,���円 ��％���万円まで

���,���円 ��％���万円まで
���,���円 ��％���万円まで

���,���円 ��％���万円まで

�,���,���円 ��％�,���万円まで�,���,���円 ��％�,���万円まで

�,���,���円 ��％�,���万円超え2,490,000円 ��％�,���万円超え

課税所得�×税率�－速算控除額�＝税額

�� 所得税の税率

減　額　の　内　容区　　　分

「人的控除額の差の合計額」と「市県民税の課税所得金額」
を比べ、小さい額の�％

市県民税の課税所得が
200万円以下の場合

{人的控除額の差の合計額－（市県民税の課税所得金額
－���万円）}×�％（最低�,���円）

市県民税の課税所得が
200万円を超える場合

適用による影響市県民税所得税区　　　分

多くの場合、所得税負
担の減少が先行

平成��年中（�～
��月）の所得をも
とに、新しい税率
で平成��年度の税
額を算出し、平成
��年�月から適用

平成��年�月以降の
支払いから適用

給与所得者や年金
受給者
（源泉徴収されてい
る人）

多くの場合、市県民税
負担の増加が先行

平成��年�～�月の
確定申告（平成��年
分）から適用

事業主等
（確定申告等をして
いる人）

�� 人的控除の差に基づく負担増の減額措置（調整控除）

※人的控除とは、所得控除のうち「基礎控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除（の一
部）」、「扶養控除」、「障害者控除」、「寡婦（夫）控除」、「勤労学生控除」が該当。例えば、所
得税の基礎控除は��万円ですが、市県民税は��万円になります。

�� 適用時期
す
。（
表
１
）

　

所
得
税
の
税
率
構
造
も
見
直
さ

れ
、
現
在
、
所
得
に
応
じ
て
４
段
階

と
な
っ
て
い
る
税
率
が
、
６
段
階
に

改
正
さ
れ
ま
す
。（
表
２
）

〇
納
税
者
の
負
担
に
つ
い
て

　

市
県
民
税
と
所
得
税
で
は
、
扶
養

控
除
や
配
偶
者
控
除
等
の
人
的
控
除

の
額
に
差
が
あ
り
、
同
じ
所
得
で
も

市
県
民
税
の
課
税
所
得
は
所
得
税
よ

り
も
多
く
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

市
県
民
税
の
税
率
を
５
％
か
ら　

％
１０

に
引
き
上
げ
た
場
合
に
、
所
得
税
の

税
率
を
引
き
下
げ
た
だ
け
で
は
税
負

担
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

そ
こ
で
、
個
々
の
納
税
者
の
人
的

控
除
に
応
じ
て
市
県
民
税
を
減
額

（
調
整
控
除
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
県
民
税
と
所
得
税
を
合
わ
せ
た
税

負
担
は
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。（
表
３
）

※
た
だ
し
、「
定
率
減
税
（
算
出
税

額
か
ら
差
し
引
く
定
率
控
除
額
）

の
廃
止
」
と
「
老
年
者
非
課
税
措

置
の
廃
止
」
の
改
正
に
よ
る
影
響

は
除
く
。

〇
改
正
の
影
響
時
期
に
つ
い
て

　

税
率
の
改
正
は
、
所
得
税
は
平
成

　

年
１
月
分
か
ら
、
市
県
民
税
は
平

１９成　

年
６
月
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す

１９
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
納
付
方
法
に
よ
っ

て
改
正
の
影
響
が
出
る
時
期
に
違
い

が
あ
り
ま
す
。（
表
４
）
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